「第一次意見」に対するDPI日本会議の見解

DPI日本会議事務局

６月７日、障がい者制度改革推進会議は、一つ目の大きな山を越えた。「障害者制度改革の推進のための基本的な方向」（第一次意見）を取りまとめたのである。全39ページ、４つの大項目から構成され、「第２　障害者制度改革の基本的考え方」、「第３　障害者制度改革の基本的方向と今後の進め方」は、政府の改革の方向性をしめす非常に大切な文章であり、この部分に焦点を絞り見解を述べたい。

「第２」は改革の原則であり、権利主体性、非（無）差別、改革の基礎としての（障害の）社会モデル、地域生活、共生社会など、障害者権利条約に即したものである。

「第３」はまず、今後の改革のロードマップが提示され、地域生活の権利とノーマライゼーション、障害・差別の定義など、８つの改革の方向性を示している。これらは改革される法制度の骨格部分にあたり、政府の文章としては画期的である。特に地域生活の権利が最初に明記されていることは、脱施設・病院と地域生活資源の充実化、さらには、インクルーシブ教育体制に向けた強い意志を示したと高く評価できる。次に、「横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方」として、障害者基本法の改正、差別禁止法等（仮称）の制定、障害者総合福祉法（仮称）の制定が示された。基本法改正においては、推進会議の法定組織化、その後のモニタリング機関への改変など、大変重要なことが記されているが、この機関が国家行政組織法の３条機関なのか８条機関なのか、しっかりと議論されることが必要である。総合福祉法の項目では、「今後の進め方」で「推進会議における大枠の議論の枠内で法制化を進める」とあり、高く評価できるが、権利条約に基づく大枠の方向性に沿った議論を部会で行われるのかチェックが必要である。

その他「個別分野における基本的方向と今後の進め方」には、11の個別分野について「推進会議の問題認識」と「政府に求める今後の取り組みに関する意見」が整理された。全体として、DPI日本会議やJDFが主張してきた内容と大体一致するといってよいが、解釈においては、推進会議の議論を基本にすえる必要があることに留意したい。個別分野について、労働及び雇用分野において、雇用促進や雇用体系の大幅な制度改革を求めており、福祉的就労下の多くの障害者に関し、公的賃金も含む運営経費の補填を図る事業形態の普及を図るとある。教育分野ではインクルーシブ教育を全面展開し、とくに学籍一元化まで踏み込んで述べている。所得保障の分野では公的年金制度の議論の中で、必要な所得保障のあり方を検討すべき、とあり、無年金障害者への救済を述べていることも評価できよう。医療分野においては、明確に精神障害者に対する強制入院や保護者制度についての見直し、社会的入院の解消を提起した。このように、個別分野についても評価すべき点が見受けられる。

課題はこれらの意見を各省庁の施策にどう落とし込むかであり、困難な道のりが予想される。今後もさらに、推進会議に注目し、参加し、われら自身の声をあげよう。

